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 宍粟市特別職報酬等審議会条例 

 

 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、宍粟市特別職報酬等審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する

条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見

を聴くものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことが

できる。 

 

（委員） 

第３条 審議会は、委員５人以内をもって組織し、その委員は、宍粟市の区域内の公共的団体等

の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。 

 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総務担当課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

 

  改正附則 （略） 
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【宍粟市附属機関等の設置及び運営に関する要綱 一部抜粋】 

 

（会議の公開等） 

第６条 附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、当該会議が次の各

号に該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないものとする。 

(１) 宍粟市情報公開条例（平成 17 年宍粟市条例第 17 号。以下「情報公開条例」とい

う。）第７条各号に規定する不開示情報を含む内容について審議等を行う場合 

(２) 会議を公開することにより、公正又は円滑な運営に著しい支障が生じると認められ

る場合 

２ 前項の会議の全部又は一部を非公開とするときは、原則として、附属機関等の長が会議

に諮って行うものとする。 

３ 附属機関等の会議を開催する際は、会議の名称、開催日時、開催場所、議題その他必要

な事項をあらかじめ公表し、会議の全部又は一部を公開しない場合にはその理由等につい

て、事前に公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、こ

の限りではない。 

４ 附属機関等の会議については、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、当該会

議録が情報公開条例第７条各号に規定する不開示情報を含む場合は、会議録の全部又は一

部を公表しないものとする。 

 

 

 

 

【宍粟市情報公開条例 一部抜粋】 

 

（公文書の開示義務） 

第７条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲

げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示

請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。 

  (５) 実施機関内部若しくは相互間又は市と国及び他の地方公共団体との間における審議、 

検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそ

れ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 
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宍粟市及び県内類似団体等の特別職・議員等の期末手当支給率の改定状況
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ （単位：円）

市　名
（★類団市）

区分 現行報酬額 加算率
現行率（年間）
単位：月 改定前年収

Ｒ２改定
見込率

改定による
影響額

議会上程時期 審議会の開催の有無
（人勧どおり増減か、否か。）

備考

特別職
（市長）

880,000 10/100 4.2月 14,625,600 -0.05月 -48,400
左記の数値は、仮に
-0.05月した場合

―

議員 346,000 10/100 4.2月 5,750,520 -0.05月 -19,030
左記の数値は、仮に
-0.05月した場合

―

特別職
（市長）

965,000 15/100 4.5月 16,573,875 -0.05月 -55,488
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 404,000 15/100 4.5月 6,938,700 -0.05月 -23,230
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

894,000 15/100 4.5月 15,354,450 -0.05月 -51,405
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 375,000 15/100 4.5月 6,440,625 -0.05月 -21,563
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

897,000 15/100 4.5月 15,405,975 -0.05月 -51,578
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 386,000 15/100 4.5月 6,629,550 -0.05月 -22,195
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

893,000 15/100 4.5月 15,337,275 -0.05月 -51,348
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 350,000 15/100 4.5月 6,011,250 -0.05月 -20,125
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

940,000 15/100 4.5月 16,144,500 -0.05月 -54,050
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 350,000 15/100 4.5月 6,011,250 -0.05月 -20,125
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

980,000 20/100 4.5月 17,052,000 -0.05月 -58,800
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 409,000 20/100 4.5月 7,116,600 -0.05月 -24,540
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

921,000 15/100 4.5月 15,818,175 -0.05月 -52,958
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 370,000 15/100 4.5月 6,354,750 -0.05月 -21,275
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

885,000 15/100 4.5月 15,199,875 -0.05月 -50,888
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 360,000 15/100 4.5月 6,183,000 -0.05月 -20,700
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

865,000 10/100 4.5月 14,661,750 -0.05月 -47,575
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 324,000 10/100 4.5月 5,491,800 -0.05月 -17,820
11月臨時or12月定例
に提案予定

特別職に準じ引き下げ

特別職
（市長）

837,000 10/100 4.5月 14,187,150 -0.05月 -46,035
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 350,000 10/100 4.5月 5,932,500 -0.05月 -19,250
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

特別職
（市長）

783,000 10/100 4.35月 13,142,655 -0.05月 -43,065
11月臨時or12月定例
に提案予定

人勧どおり引き下げ

議員 310,000 10/100 3.95月 5,066,950 無し 0 提案予定なし 改定予定なし

特別職
（市長）

877,000 10/100 3.8月 14,189,860 無し 0 提案予定なし 改定予定なし

議員 346,000 10/100 3.8月 5,598,280 無し 0 提案予定なし 改定予定なし

・Ｈ31に答申が有り、給料報酬に
ついて、引き上げ（前回の答申は
Ｈ１７）
・Ｈ31答申の付帯意見の中で期
末手当についても審議すること
が望ましいとあった。（Ｈ31の審
議は給料報酬のみ）

議員分については、条例の規定
の仕方が、特別職に準じる形と
なっている。

議員分は議会で協議されている。

・市長等の特別職は一般職に準
じ引き下げ。
・議員は現在のところ引き下げる
予定はなし。

宍粟市

たつの市

Ｈ29以降、期末手当支給率の
改正のみであっても、審議会に
諮ることとしている。（一般職に
準じて人事院勧告どおりの改定
は行わず、その都度、諮問す
る。）

★赤穂市

★相生市

★養父市

★小野市

★西脇市

丹波市

★朝来市

丹波篠山市

★加西市

加東市

豊岡市
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宍粟市及び県内類似団体等の財政指標の推移

（財政力を示す指
数。高いほど財源に
余裕がある。）

（経常的に収入され
る一般財源のうち、
人件費のように経常
的に支出される経費
の割合。低いほど弾
力的な財政運営が可
能になる。）

（資金繰りの程度を
表す指標。低いほど
資金繰りに余裕があ
る。）

（将来負担すべき実
質的な負債の、標準
財政規模に対する割
合。低いほど将来財
政を圧迫する可能性
が低い。）

（国家公務員を100と
した場合の、地方公
務員の給与の水準。
100＝国家公務員と同
じ水準という意味合
い。）

（年度間の財源の変動に備え
て積み立てる基金。災害など
予期せぬ支出等に対応するた
めの基金。）

（通常収入されると見込まれ
る一般財源の規模。）

2020 0.347(県内35位) 92.0％(県内25位) 11.5％(県内30位) 102.6％(県内32位) 98.0 3,110,101千円(県内19位) 14,818,977千円(県内19位)

2019 0.351(県内35位) 91.2％(県内21位) 13.4％(県内32位) 111.1％(県内33位) 97.7 3,103,145千円(県内21位) 14,887,644千円(県内19位)

2018 0.354(県内35位) 92.5％(県内24位) 14.5％(県内36位) 110.6％(県内32位) 97.4 3,093,836千円(県内24位) 15,331,255千円(県内19位)

2017 0.359(県内35位) 90.0％(県内24位) 15.0％(県内36位) 122.8％(県内35位) 97.9 3,086,504千円(県内23位) 15,487,438千円(県内19位)

2016 0.361(県内35位) 90.5％(県内24位) 15.1％(県内37位) 136.5％(県内37位) 97.7 3,007,792千円(県内23位) 15,400,513千円(県内19位)

2020 0.575(県内23位) 87.4％(県内 8位) 11.8％(県内31位) 15.4％(県内16位) 99.1 6,975,433千円(県内 7位) 21,025,494千円(県内14位)

2019 0.574(県内23位) 86.8％(県内 7位) 12.4％(県内31位) 24.3％(県内15位) 98.3 8,448,645千円(県内 4位) 21,255,965千円(県内14位)

2018 0.579(県内23位) 87.6％(県内11位) 12.9％(県内31位) 38.0％(県内18位) 98.6 8,026,879千円(県内 6位) 21,372,267千円(県内14位)

2020 0.723(県内16位) 84.9％(県内3位) 10.1％(県内22位) 128.3％(県内38位) 97.7 1,713,221千円(県内34位) 12,313,943千円(県内23位)

2019 0.725(県内16位) 90.2％(県内17位) 9.4％(県内22位) 136.4％(県内37位) 96.8 2,403,195千円(県内29位) 12,348,829千円(県内23位)

2018 0.725(県内16位) 90.2％(県内19位) 9.4％(県内21位) 129.9％(県内35位) 96.2 2,340,719千円(県内31位) 12,357,695千円(県内24位)

2020 0.572(県内24位) 98.7％(県内38位) 14.0％(県内34位) 103.4％(県内31位) 99.1 1,791,356千円(県内33位) 7,987,522千円(県内31位)

2019 0.565(県内24位) 98.8％(県内37位) 14.3％(県内35位) 116.7％(県内34位) 99.5 1,837,375千円(県内35位) 8,134,411千円(県内31位)

2018 0.554(県内25位) 98.7％(県内40位) 14.4％(県内35位) 137.7％(県内36位) 98.4 2,045,749千円(県内35位) 8,134,781千円(県内31位)

2020 0.652(県内21位) 91.8％(県内23位) 7.9％(県内19位) 72.7％(県内25位) 99.3 1,679,378千円(県内35位) 11,554,889千円(県内28位)

2019 0.643(県内21位) 92.5％(県内25位) 8.0％(県内18位) 76.9％(県内25位) 98.9 1,654,213千円(県内37位) 11,554,681千円(県内27位)

2018 0.637(県内21位) 94.4％(県内29位) 9.3％(県内20位) 68.6％(県内23位) 99.1 1,642,049千円(県内37位) 11,587,169千円(県内27位)

2020 0.691(県内20位) 87.2％(県内 7位) 4.7％(県内11位) 98.8 6,103,274千円(県内10位) 11,838,704千円(県内24位)

2019 0.699(県内18位) 87.6％(県内 9位) 4.7％(県内10位) 99.1 6,124,514千円(県内10位) 12,087,437千円(県内24位)

2018 0.715(県内17位) 85.5％(県内 7位) 5.1％(県内11位) 99.3 6,188,211千円(県内10位) 11,926,454千円(県内25位)

2020 0.701(県内18位) 90.4％(県内19位) 4.0％(県内 9位) 100.4 4,233,852千円(県内16位) 11,589,277千円(県内27位)

2019 0.688(県内20位) 90.8％(県内19位) 3.9％(県内 7位) 99.8 4,481,952千円(県内16位) 11,413,065千円(県内28位)

2018 0.683(県内20位) 89.4％(県内16位) 4.3％(県内 7位) 100.9 4,298,952千円(県内17位) 11,508,811千円(県内28位)

2020 0.455(県内27位) 89.7％(県内17位) 8.7％(県内20位) 2.0％(県内12位) 99.4 5,667,611千円(県内11位) 11,797,630千円(県内25位)

2019 0.464(県内27位) 89.1％(県内14位) 8.7％(県内20位) 15.1％(県内12位) 99.3 5,521,333千円(県内12位) 11,700,090千円(県内26位)

2018 0.474(県内26位) 89.5％(県内17位) 8.4％(県内17位) 10.1％(県内12位) 99.0 5,254,986千円(県内13位) 11,828,816千円(県内26位)

2020 0.389(県内34位) 90.5％(県内20位) 12.3％(県内32位) 74.8％(県内27位) 95.5 5,275,105千円(県内13位) 28,075,108千円(県内10位)

2019 0.389(県内34位) 91.3％(県内22位) 11.9％(県内30位) 89.4％(県内27位) 95.6 5,652,635千円(県内11位) 28,330,129千円(県内10位)

2018 0.389(県内33位) 89.6％(県内18位) 11.8％(県内29位) 102.6％(県内31位) 95.5 12,184,392千円(県内4位) 28,711,442千円(県内10位)

2020 0.391(県内33位) 89.4％(県内16位) 10.2％(県内25位) 12.4％(県内14位) 97.5 4,701,516千円(県内15位) 12,727,021千円(県内22位)

2019 0.397(県内32位) 88.8％(県内13位) 10.0％(県内24位) 33.8％(県内17位) 97.5 4,716,012千円(県内15位) 12,911,964千円(県内22位)

2018 0.407(県内30位) 87.5％(県内10位) 9.5％(県内22位) 39.9％(県内19位) 97.0 4,490,168千円(県内16位) 13,229,838千円(県内22位)

2020 0.230(県内41位) 88.8％(県内14位) 5.9％(県内14位) 95.9 2,578,520千円(県内29位) 11,677,231千円(県内26位)

2019 0.233(県内41位) 88.1％(県内11位) 7.2％(県内16位) 95.7 2,575,128千円(県内28位) 12,082,111千円(県内25位)

2018 0.232(県内41位) 86.7％(県内 9位) 8.9％(県内19位) 95.4 5,684,403千円(県内12位) 12,554,646千円(県内23位)

2020 0.435(県内28位) 94.0％(県内18位) 18.8％(県内40位) 177.0％(県内40位) 98.0 1,512,076千円(県内36位) 13,928,644千円(県内20位)

2019 0.405(県内30位) 99.2％(県内38位) 19.1％(県内41位) 187.2％(県内39位) 98.9 1,846,733千円(県内34位) 13,787,491千円(県内20位)

2018 0.404(県内32位) 97.6％(県内36位) 19.2％(県内41位) 191.0％(県内39位) 99.4 2,344,699千円(県内30位) 14,197,576千円(県内20位)

2020 0.432(県内29位) 87.0％(県内 6位) 6.7％(県内16位) 13.8％(県内15位) 97.1 4,918,792千円(県内14位) 21,268,877千円(県内13位)

2019 0.430(県内28位) 87.9％(県内10位) 6.3％(県内12位) 16.8％(県内13位) 96.6 5,114,984千円(県内14位) 21,295,221千円(県内13位)

2018 0.431(県内28位) 88.0％(県内13位) 6.4％(県内13位) 15.9％(県内13位) 96.4 5,102,372千円(県内15位) 21,817,876千円(県内13位)

※ （ ）の県内順位は、兵庫県内の市町（29市12町）の中での順位。

標準財政規模
財政力
指数

経常収支
比率

実質公債費
比率

財政調整基金

丹波市

市町名 年度

将来負担
比率

ラスパイレス
指数

赤穂市

たつの市

西脇市

豊岡市

朝来市

養父市

丹波篠山市

宍粟市

相生市

加西市

加東市

小野市
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議会の役割（しごと） 

 

 

１ 地方公共団体の意思の決定  

  選挙で選ばれた住民を代表する者として、執行機関が提案する議案に対し、可否につい 

  て判断する。 

   ・議決権の行使 

 

２ 行政の監視および評価  

  行政が住民の意思を無視し、方針決定や施策の実行をしないようチェックする。 

   ・議会における一般質問、提案された議案に対する質問 

   ・委員会における審査、所管事務調査 

 

３ 意見や要望の聴取、政策の提言  

  広く地域住民から意見や要望を集め、それを市政等に反映させるため、政策を立案する。 

   ・政党、会派または個人等による政治活動 

   ・住民からの請願、陳情等の受付 

   ・政策を立案（条例の制定や改正等）し、執行機関に提案 

 

４ その他  

   ・公益に関する事件（他の機関の事務等）について、関係省庁等に意見書を提出 

   ・議会報告会の開催、先進地の視察、議会広報の発行 

 

 

宍粟市議会基本条例 抜粋  

 

（議会の活動原則） 

第３条 議会は、次に掲げる事項に基づき活動しなければならない。 

(１) 公平性、透明性、信頼性等を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。 

(２) 市長その他市の執行機関（以下「執行機関」という。）の市政運営を的確に監視す

ること。 

(３) 市民の多様な意見を把握して市政に反映させるため、必要な政策を自ら立案し、執

行機関に提案することにより、市民とともにまちづくりに取り組むこと。 

(４) 市民にとって分かりやすい言葉を使うなど、市民の傍聴及び参加の意欲を高める

議会運営に努めること。 

(５) 地方分権の進展に的確に対応するため、他の地方公共団体の議会との交流及び連

携を行うこと。 
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市長の役割（しごと） 

 

 

１ 選挙により選ばれた市の代表として、市政運営を統括する。 

 

２ 条例や予算等に基づく事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び

執行する。 

 

３ 職員の任免及び指揮監督を行うとともに、効率的で効果的な組織運営を行う。 

 

 

地方自治法 抜粋  

 

 （事務管理及び執行の責任） 

第百三十八条の二 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、

予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普

通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する

義務を負う。 

 

 

宍粟市自治基本条例 抜粋  

（市長の権限） 

第10条 市長は、市民の信託を受けた市の代表として、市政運営を統轄する。 

２ 市長は、市の事務を管理し、これを執行する。 

３ 市長は、その補助機関である職員を任免し、指揮監督する。 

 

（市長の責任） 

第11条 市長は、市民の信託に応え、市の代表としてこの条例を誠実に遵守し、公正な市政

運営を行わなければならない。 

２ 市長は、リーダーシップを発揮した効率的で効果的な組織運営を行わなければならな

い。 
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